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（参考）区域で見られる景観（丸数字は，次ページの表中の丸数字に対応）  

凡例 地域を象徴する景観が見られるおおよその範囲

及び向き 

写真の撮影場所・エリア及び写真の撮影方向 

① 

② 
③ 
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区域で見られる景観 説明 

 

 

●かつての商業都市の街並み 

 角田市方面から阿武隈川を渡り丸森町の中心部に

入ると，県道沿いに低層の建築物を中心とした商店

が立ち並ぶ街並み景観が見られる。川湊として栄え

た町場は，町割りにその名残が見られる。 

 街並みの中には，かつて水運で栄えた豪商の屋敷

である「齋理屋敷」が今に残り，観光地やコミュニ

ティの中心としてだけでなく，丸森町の歴史的な町

場景観を形成する重要な要素となっている。 

 

 ●雄大な阿武隈川の流れ 

 阿武隈川は，本地区に入る辺りから川幅が広がり，

雄大で穏やかな河川景観が形成される。周辺には平

地が広がり，農地や低い丘陵地などが点在し，雄大

な阿武隈川の流れとともに穏やかな自然景観を形成

している。 

 天候によっては遠方に蔵王連峰を望むことがで

き，みやぎ蔵王三十六景にも選ばれる丸森町の象徴

的な自然景観を見ることができる。 

 

  

③丸森・金山・小斎阿武隈川南岸から 
望む蔵王連峰 

①齋理屋敷周辺の街並み（図内赤矢印） 

②古くからの町場 
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第５章 届出対象行為と届出の流れ 

 

（１）届出が必要な行為（届出対象行為） 

景観計画区域内において，良好な景観形成に影響を及ぼす恐れのある以下の行為を行

う場合は，届出が必要になります。なお，国の機関又は地方公共団体が行う行為につい

ては，届出に代わり通知が必要になります。 

 

▼届出が必要な行為と規模 

届出が必要な行為 規模 

１）建築物＊１の建築等  

 新築＊２，増築＊３，改築＊４若し

くは移転＊５ 

□ 高さ＊８10ｍ以上 又は 建築面積＊９500㎡以上 

外観を変更することとなる修

繕＊６若しくは模様替＊７又は

色彩の変更 

□ 高さ 10ｍ以上 又は 建築面積 500 ㎡以上のもののう

ち，外観変更に係る見付面積＊１０の合計が全体見付面積

の１／２以上のもの 

２）工作物（※）の建設等  

 新設＊２，増築，改築若しくは

移転 

□ 高さ 10ｍ以上（擁壁類は 2m以上）又は築造面積＊１１ 

500㎡以上のもの 

 外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の

変更 

□ 工作物の高さが 10m以上のもののうち，外観変更に係

る見付面積の合計が全体見付面積の１／２以上のもの 

３）開発行為＊１２ □ 区域面積 1,000㎡以上 

４）土地の開墾，土石の採取，鉱

物の掘採その他の土地の形

質の変更 

□ 行為地面積 1,000㎡以上 

５）木竹の植栽又は伐採 □ 行為地面積 1,000㎡以上 

※対象となる工作物は，次に挙げるもの 

(1)煙突，鉄筋コンクリート造の柱，鉄柱，木柱その他これらに類するもの 

(2)広告塔，広告板，装飾塔，記念塔その他これらに類するもの 

(3)高架水槽，サイロ，物見塔その他これらに類するもの 

(4)擁壁類 

(5)乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの 

(6)ウォーターシュート，コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 

(7)メリーゴーラウンド，観覧車，オクトパス，飛行塔その他これらに類する回転運動を

する遊戯施設で原動機を使用するもの 

(8)コンクリートプラント，アスファルトプラント，砕石プラントその他これらに類する

製造施設 

(9)石油，ガス，穀物，飼料等の貯蔵施設 

  (10)自動車車庫の用途に供する工作物 

(11)風力発電設備，太陽光発電設備その他これらに類するもの 
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【用語の解説】 

１ 建築物 建築基準法第２条第１号に規定する「建築物」。 

２ 新築 

（新設） 

建築物（工作物）の存しない敷地（更地）に建築物（工作物）を造る

こと。 

３ 増築 １の敷地内にある既存の建築物（工作物）の延床面積又は高さを増加

させること。 

４ 改築 建築物（工作物）の全部若しくは一部を除却し，又はこれらの部分が

災害等によって滅失した後引続きこれと用途，規模，構造の著しく異

ならない建築物を建てることをいう。従前のものと著しく異なるとき

は，新築（新設）又は増築となる。なお，使用材料の新旧を問わない。 

５ 移転 同一敷地内で建築物（工作物）を移動すること。他の敷地へ移す場合

は新築（新設）又は増築扱いとなる。 

６ 修繕 既存の建築物（工作物）の部分に対して，おおむね同様の形状，寸法，

材料により行われる工事。 

７ 模様替 既存の建築物（工作物）の部分に対して，おおむね同様の形状，寸法

によるが，材料，構造種別等が異なるような工事。 

８ 高さ 地盤面（地盤面が２以上ある場合又は傾斜している場合は平均地盤面）

から建築物又は工作物の上端までの最高高さ。 

９ 建築面積 建築基準法施行令第２条第１項第２号に規定する「建築面積」。 

１０ 見付面積 建築物（工作物）の張り間方向又はけた行き方向の鉛直投影面積（建

築基準法施行令第４６条第４項）。 

  

  

  

  

  

  

  

 

１１ 築造面積 建築基準法施行令第２条第１項第５号に規定する「築造面積」。 

１２ 開発行為 都市計画法第４条第１２項に規定する「開発行為」。 

  
【届出の対象となる規模のイメージ】 
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（２）特定届出対象行為 

   届出が必要な行為のうち，形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はし

た者に対しては，特定届出対象行為として，当該制限に適合させるため必要な限度にお

いて，当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命じることができま

す。 

本計画の特定届出対象行為については，「（１）届出が必要な行為」の建築物の建築等

及び工作物の建設等のすべてとします。 

 

（３）届出手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）届出の対象外となる主な行為 

   以下の行為については，本計画に定める届出が必要な行為の対象外となります。 

  □通常の管理行為，軽易な行為その他の行為（法第１６条第７項第１号） 

   ※その他の行為：地下に設ける建築物または工作物，仮設の工作物，法令等による義

務の履行として行う行為（法施行令第８条で定めるもの） 

  □非常災害のため必要な応急措置として行う行為（法第１６条第７項第２号） 

□地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更，建築物の新築，改築若しくは増築，

工作物の新設，改築若しくは増築又は建築物若しくは工作物の形態意匠の変更 

（法第１６条第７項第１０号） 

  □文化財保護法に基づく許可若しくは届出又は協議を行うことが規定されている行為 

※伝統的建造物群保存地区で行う行為など       （法施行令第１０条第３号） 

  □宮城県屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示または設置 


